
◎割賦販売法の一部を改正する法律 
（令和二年六月二四日法律第六四号）   

一、提案理由（令和二年五月七日・参議院経済産業委員会） 

○国務大臣（梶山弘志君） 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提

案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額後払いサービス

など、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度

額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うこと

が可能となっています。他方、ＱＲコード決済事業者など新たな事業者が出現する中、

クレジットカード番号等のセキュリティー対策に万全を期すことも重要です。 

 こうした環境変化の中で、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多

様な決済手段を利用できる環境を整備することが必要です。このため、少額の分割後払

いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード

番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大等を講ずるべく、本法律案を提

出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。

これに関し、純資産要件や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保

護規制やセキュリティー規制については従来のクレジットカード会社と同等のものを課

すこととします。 

 第二に、蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大

臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行

の支払可能見込額調査に代えることができることとします。 

 第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジッ

トカード番号等の適切管理を義務付ける対象に追加することとします。 

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院経済産業委員長報告（令和二年五月一三日） 

○礒崎哲史君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審

査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせ

んに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認

定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせ

て、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の

対象を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 



 委員会におきましては、少額包括信用購入あっせん業者の登録制度を創設する意義、

新たな審査手法の認定等に係る過剰与信の防止に向けた実効性確保の在り方、カード決

済等に係る消費者被害の防止やセキュリティー対策の強化に向けた更なる取組の必要性

等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月一二日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 蓄積されたデータ等を活用した新たな手法により与信審査を行う包括信用購入あっ

せん業者の認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に

確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後の

チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において

用いられる利用者の個人情報がその利用目的との関係で適正に取り扱われているか等

についても、適切に指導監督を行うこと。 

二 利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報

集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改

善やコスト低減への取組等を更に進めること。 

三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッ

シュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特

に若年層を中心とした消費者教育や、消費生活相談員の拡充を始めとした消費者相談

体制の充実に努めること。また、書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、利用者に

分かりやすく効果的なプッシュ型の情報提供が行われるよう促すとともに、利用者に

対しても、契約内容、利用情報、催告通知を確認することの重要性について啓発活動

を推進すること。 

四 近年、割賦販売法や資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスに関

し、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止

に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつ

つ、個別方式のクレジットに係る二か月内払いの取引について加盟店とのトラブル防

止のための対策を講じること。 

  また、クレジットカード決済を利用した二か月内払いの取引に係る消費者トラブル

の増加に対し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社か

ら加盟店契約会社等への苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策

を講じること。 

五 海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカ



ード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者の

速やかな是正に向けた取組を進めること。 

六 決済関連法制の横断化に向けては、ＡＩ・ビッグデータやブロックチェーンといっ

た近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとって

シームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、その具体的

な検討を更に進めること。その際、消費者保護の観点からは、規制のすき間が生じる

ことのないよう、その制度設計に特に留意すること。 

  右決議する。 

三、衆議院経済産業委員長報告（令和二年六月一六日） 

○富田茂之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安

心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供

事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度

の創設及びＱＲコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるもので

あります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月二日本委員会に付託され、翌三日梶山経

済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十二日に質疑に入り、質疑終局後、

採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたし

ました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月一二日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たって

は、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当

性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備

すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取

り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。 

二 利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報

集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改

善やコスト低減への取組等を更に進めること。 

三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッ

シュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特

に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。また、カ

ード交付時等の書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、高齢者等のデジタル弱者に



配慮しつつ、利用者に分かりやすく効果的な情報提供が行われるよう促すとともに、

利用者に対しても、契約内容等を確認することの重要性について啓発活動を推進する

こと。 

四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済

法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相

談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的

な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。 

五 決済テクノロジーの進展に伴い、フィンテック企業を中心に大量のクレジットカー

ド番号等を取り扱う事業者が多数登場し、セキュリティ上の問題が増加している実態

を踏まえ、昨今の情報漏えい等の不正事案について検証するとともに、ＱＲコード決

済事業者等についてクレジットカード番号等の適切管理を義務化するに当たっては、

その実効性確保に努め、クレジットカードのセキュリティ強化に向けて不断の取組を

行うこと。 

  また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジ

ットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事

業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。 

六 決済関連法制の横断化に向けては、近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏

まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係

省庁間で緊密に連携し、具体的な検討を更に進めること。その制度設計に際しては、

消費者保護の観点から規制のすき間が生じることのないよう特に留意すること。 

 


